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学校臨時休業等にかかる内閣総理大臣からの要請に対する対応について 

 

Ⅰ 県立学校への指示 

１ 臨時休業について 

（１）令和２年３月２日（月）から春休みまでを臨時休業とすること。 

ただし、卒業生以外の生徒については、３月第１週に１日だけの登校日を設定し、休業

中の注意事項等を伝達するとともに、教材等を持ち帰らせるなどの対応をすること。 

 （２）休業中は、生徒は登校しないこととし、講習や部活動等も行わないこと。家庭においては

外出を極力控えるよう指導すること。 

 （３）休業期間中の生徒・保護者への連絡体制を確認し、学校からの緊急時の連絡内容が確実に

伝わるようにすること。 

 

２ 卒業式について（追加指示） 

（１）時間設定を見直し、最短の時間で終了できるようにすること。 

（２）参加者は卒業生と教職員のみに限定し、保護者・来賓については参加を遠慮願うこと。在

校生の参加は必要最小限にすること。 

 

３ 高等学校入学者選抜について（追加指示） 

   予定通り３月10日（火）に実施するが、面接は行わないこと。 

 

Ⅱ 市町村教育委員会への要請 

 市町村立の小中学校・高等学校に対して、県立学校の対応と同様の対応を求める要請を行う。 

 

Ⅲ 企業等への協力要請 

  関係部局の協力を得ながら、保護者の休暇取得促進等について、関係企業等に協力要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

【公立幼稚園・小中学校に関すること】 

義務教育課 課長補佐（教育担当）佐藤 元 

ＴＥＬ ０２３－６３０－２８６６ 

【高等学校に関すること】 

高校教育課 課長補佐（教育担当）安部 康典 

ＴＥＬ ０２３－６３０－３１０６ 

【特別支援学校に関すること】 

特別支援教育課 課長補佐（教育担当）戸屋 学 

ＴＥＬ ０２３－６３０－２８７３ 

【報道監】 教育次長 大場 秀樹 


